
 

犯
罪
被
害
者
週
間
と
は

 

市
の
支
援

 

警
察
の
支
援

 

ホ
ン
デ
リ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

11月25日(月)～12月1日（日）は
「犯罪被害者週間」です

　犯罪被害に遭うと直接的な被害だけではなく、被害者本人やその家族は心身
の不調、生活上の問題、周囲の人の言動による傷つきなどの多くの問題を抱え
ます。身近な人が犯罪に巻き込まれた場合、その人の置かれている状況と支援
の必要性を考え、被害者を傷つけるような言動には注意してください。
　市は、相談や日常生活の支援などの取り組みを行っています。犯罪被害につ
いては、相談窓口に問い合わせてください。
　詳しくは、本危機管理室（TEL㉒２１３０）へ。

　２
０
０
５（
平
成
17
）年
に
閣
議

決
定
さ
れ
た｢

犯
罪
被
害
者
等
基
本

計
画｣

に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
等

基
本
法
の
成
立
日
で
あ
る
12
月
１

日
以
前
の
１
週
間
を｢

犯
罪
被
害
者

週
間｣

と
定
め
ま
し
た
。

　期
間
中
の
集
中
的
な
啓
発
事
業

等
を
通
じ
て
、
犯
罪
被
害
者
等
の
状

況
や
名
誉
、
生
活
の
平
穏
へ
の
配
慮

の
重
要
性
な
ど
に
つ
い
て
、
国
民
の

理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

①
犯
罪
被
害
者
等
支
援
相
談
窓
口

　市
職
員
が
相
談
を
受
け
、
支
援
、

関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
や
各
種

相
談
窓
口
の
紹
介
な
ど
を
し
ま
す
。

と
き
　毎
週
月
～
金
曜
日（
閉
庁
日

を
除
く
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

相
談
方
法
　専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
TELEE㉕

８
５
２
６
）に
電
話
、メ
ー
ル（shim

insupport@
city.shibukaw

a.g
unm

a.jp

）ま
た
は
対
面
で
相
談

※
対
面
で
の
相
談
を
希
望
す
る
場

合
は
、事
前
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口
は
、
危
機
管
理
室
で
す

②
支
援
金
の
支
給

　犯
罪
被
害
者
や
遺
族
の
経
済
的

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
支
援
金
を

支
給
し
ま
す
。
申
請
方
法
や
条
件
な

ど
は
、
危
機
管
理
室
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

対
象

　市
内
在
住
で
、
警
察
署
に
被

害
届
を
出
し
て
い
る
こ
と

※
他
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す

支
給
額

　▽
遺
族
支
援
金
１
事
件

に
つ
き
30
万
円

　▽
重
症
病
支
援

金
１
事
件
に
つ
き
10
万
円

③
補
助
金
の
交
付

　犯
罪
被
害
者
や
遺
族
の
日
常
生

活
を
支
援
し
、
経
済
的
負
担
、
居
住

の
安
定
を
図
る
た
め
、
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。
申
請
方
法
や
条
件
な
ど

は
、
危
機
管
理
室
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

対
象

　市
内
在
住
で
、
警
察
署
に
被

害
届
を
出
し
て
い
る
こ
と

※
他
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す

そ
の
他
　対
象
経
費
や
補
助
率
な

ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
ID
＝
１
０

３
２
８
）で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

　警
察
は
、
相
談
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
、
捜
査
状
況
の
情
報
提
供
、
経
済

的
な
支
援
、
再
被
害
防
止
の
た
め
の

安
全
の
確
保
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
支

援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先

　県
警
本
部
犯
罪
被
害

者
支
援
室（
TELEE０
２
７（
２
４
３
）０

１
１
０
）ま
た
は
渋
川
警
察
署
警
務

課（
TELEE㉓
０
１
１
０
）

　ホ
ン
デ
リ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
は
、
不
要
と
な
っ
た
本･

Ｃ
Ｄ
な

ど
を
市
が
回
収
し
、
公
益
社
団
法
人

被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
送

付
し
、
そ
の
売
却
代
金
を
さ
ま
ざ
ま

な
犯
罪
被
害
者
支
援
活
動
に
役
立

て
る
取
り
組
み
で
す
。

と
き

　11
月
25
日
（月）
～
12
月
26
日

（木）（
閉
庁
日
を
除
く
）

と
こ
ろ

　市
役
所
本
庁
舎
市
民
ホ

ー
ル

回
収
対
象
外
と
な
る
も
の

▽
10
年
以
上
前
に
出
版
さ
れ
た
本
、

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
コ
ー
ド
が
入
っ
て
い
な

い
本
、
雑
誌
な
ど

▽
規
格
品
番
が
確
認
で
き
な
い
Ｃ

Ｄ
・Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト

▽
ア
ル
バ
ム
以
外
の
Ｃ
Ｄ

そ
の
他
　詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
た
は
全
国
被
害
者
支
援
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

◀全国被害者
  支援ネット
  ワークホー
  ムページ

◀市ホームペ
   ージ

P6-7.indd   1P6-7.indd   1 2024/10/25   15:27:292024/10/25   15:27:29

　期
間
中
に
電
話
や
文
書
で
滞
納

と
な
っ
て
い
る
市
税
な
ど
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
速
や
か

に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
納
期

限
内
の
納
付
が
原
則
で
す

11･

12
月
は
市
税
な
ど
の

「
特
別
滞
納
整
理
期
間
」で
す

〈
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
〉

　納
期
限
内
に
納
付
し
て
い
る
人

と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
滞
納
す

る
と
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

〈
滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
〉

　連
絡
や
相
談
の
な
い
ま
ま
滞
納

が
続
く
場
合
は
、
地
方
税
法
に
基
づ

き
財
産（
不
動
産･

預
貯
金･

給
与･

自
動
車･

動
産
な
ど
）を
調
査
し
、
差

し
押
さ
え
を
行
い
ま
す
。

〈
一
部
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
〉

申
請
が
受
け
付
け
さ
れ
な
く
な
る

も
の

▽
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査

▽
小
規
模
工
事
等
希
望
者
の
登
録

な
ど

助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
も
の

▽
不
妊
治
療
費
助
成

▽
人
間
ド
ッ
ク
検
診
費
助
成

▽
住
宅
用
温
暖
化
対
策
設
備
等
導

入
補
助
金

　な
ど

〈
国
民
健
康
保
険･

後
期
高
齢
者
医

療
保
険･

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
が

制
限
さ
れ
ま
す
〉

　
国
民
健
康
保
険･

後
期
高
齢
者
医

療
保
険
証
の
有
効
期
間
が
短
く
な

っ
た
り
、
医
療
費
を
一
時
的
に
全
額

負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の

自
己
負
担
割
合
が
引
き
上
げ
ら
れ

る
ほ
か
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な

ど
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　火
災
や
盗
難
、
病
気
、
失
業
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り
納
期
限

内
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付

Ｑ

　納
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
手
元
に
あ
る
納
付
書

で
納
め
ら
れ
ま
す
か
？

Ａ

　納
期
限
を
過
ぎ
て
も
、
納
付

書
は
利
用
可
能
で
す
。
た
だ
し
、

延
滞
金
が
発
生
し
て
い
る
場
合

が
あ
る
の
で
、
納
税
課
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ

　口
座
振
替
に
し
て
い
ま
す
が
、

残
高
不
足
だ
っ
た
場
合
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
で
す
か
？

Ａ

　口
座
振
替
が
で
き
な
か
っ
た

場
合
、
再
度
の
振
替
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
納
付
書
で
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　後
日
郵
送
さ
れ
る
督
促
状
で

納
付
で
き
ま
す
が
、
延
滞
金
が

発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

不
安
な
場
合
は
納
税
課
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ

　市
税
な
ど
を
納
め
忘
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
納
め

な
い
と
ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ

　納
期
限
を
過
ぎ
て
も
市
税
な

ど
を
納
付
し
な
い
と
延
滞
金
が

発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　ま
た
、
納
期
限
後
20
日
以
内

に
市
か
ら
督
促
状
を
発
送
し
ま

す
が
、
督
促
状
を
発
し
た
日
か

ら
10
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
に

納
付
が
な
い
場
合
は
、
差
し
押

さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

の
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
滞
納
は

放
置
せ
ず
、
必
ず
納
税
課
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

　詳
し
く
は
、
左
の
２
次
元
コ
ー
ド

か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▶
差
し
押
さ
え
の
例

▲市ホームペー
　ジはこちら

　
市
は
、
税
負
担
の
公
平
性
と
税
収
入
の
確
保
の
た
め
に
、
１１･

１２
月
を

「
特
別
滞
納
整
理
期
間
」と
し
て
、
徴
収
の
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。
納
期

限
を
過
ぎ
た
市
税
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
本
納
税
課（
TELEE㉒
２
３
９
０
）へ
。

 

滞
納
が
あ
る
人
へ

 

連
絡
し
ま
す

 

市
税
な
ど
を
滞
納
す
る
と

 

滞
納
は
放
置
せ
ず
に

 

必
ず
納
付
相
談
を

 

納
付
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

  

納
付
や
納
付
相
談
を
受
け
付
け
る

た
め
、
夜
間
に
も
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
納
付
忘
れ
の
な
い

よ
う
に
口
座
振
替
も
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
夜
間
窓
口
〉

と
き
　毎
週
火
曜
日（
祝
日
の
場
合

は
翌
日
）午
後
７
時
ま
で

〈
口
座
振
替
〉

申
請
場
所
　納
税
課
、
各
行
政
セ

ン
タ
ー
ま
た
は
市
内
金
融
機
関
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6広報しぶかわ


